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≪ 退 職 ・ 解 雇 ≫ 
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ここにも注目！ 
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≪ もう一歩進んで ≫ 

  

 

有期労働契約について、３つのルールがあります。  

① 「雇止め法理」の法定化 ： 最高裁判決で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。 

【労働契約法第 19 条】一定の場合には、使用者による雇止めが認められません。 

② 不合理な待遇の禁止 ： 有期雇用労働者と通常の労働者（無期フルタイム労働者）との間で、職務の内容、配置の変

更の範囲その他の事情を考慮し、基本給、賞与その他の待遇につき、不合理な相違を設けることは禁止されます。【パ

ートタイム・有期雇用労働法第 8 条】 

③ 無期労働契約への転換 ： 平成 25 年４月１日以降有期労働契約が繰り返し更新されて通算 5 年を超えたときは、労

働者の申込により、無期労働契約に転換できます。【労働契約法第 18 条】 

 

無期労働契約 

締結 更新 更新 更新 更新 


